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組合で１０年ほど前から自治体に要請を続けていた住宅

リフォーム助成制度が、ついに大牟田市で実現しました。

予算は１０００万円で、補助額最大の１０万円で割ると

１００件分しかありません。早めに内容を把握し、顧客の

みなさんに知らせたり、チラシを巻いたり、自らの仕事確

保に生かしてください。

※下記の要件すべてを満たす場合が対象になる。

①大牟田市民であること。

②市内に存する住宅に居住すること。

③同一世帯全員が市税の滞納がないこと。

④補助を受けようとする工事について、本市の他の制度による

助成を受けていないこと。

⑤この補助金の交付を受けたことがないこと。

※下記の要件すべてを満たす場合が対象になる。

①市内の施工事業者が請負う、住宅の安全性、耐久性及び居住

性を向上させる工事で、工事金額が１０万円以上の工事。

（対象工事の例）

・基礎、土台、柱、筋交い等の修繕工事又は補強工事

・避難設備、防火設備、換気設備等の設備工事

・台所、浴室又は便所を改修する工事

（システムキッチン設備導入・設置工事含む）

・断熱改修工事、気密改修工事又は遮音工事

②平成25年3月15日までに、工事完了報告書を提出できる工事。

③交付決定後に着工する工事

補助対象経費の10分の1以内の額（上限10万円）とし、

千円未満を切り捨てた額。

2330

①大牟田市快適住マイル改修事業費補助金交付申請書

②住民票（世帯全員が記載されたもの）

③工事代金見積書（補助の対象となる経費の見積書）

④工事予定箇所の写真

⑤暴力団排除条例に基づく「誓約書」

⑥暴力団排除条例に基づく「世帯員名簿及び照会承諾書」

⑦その他必要となる書類

※施行業者が申請を代行する場合は「委任状」が必要。
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さまざまなのぼり旗をかかげ参加の仲間たち

住宅相談を受ける松原分会

包丁研ぎで地域に

奉仕活動する勝立分会

笑顔で受付の甘木分会

アスベスト被害を訴える石原さん

広報を見て問合せもあ

りました（歴木Ａ分会）
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６月６日より組合事務所にて

法律講座を３回にわたり開催し

ます。

参加費無料でどなたでも参加

できます。ぜひ参加ください。

開催時間は、いづれの日も６

時３０分からです。

６月１９日（火）

憲法「『二十四の瞳』と君が

代・日の丸」

講師：永尾廣久 弁護士

７月 ３日（火）

刑法「ＤＶ・ストーカーそし

て犯罪被害者」

講師：寺田玲子 弁護士
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大会課題の四方転び踏み台

野田議員（左）本人へ直接署名を

渡す大橋税対部長（右から２番目）
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【先月の答】①右端の子の背中のプリント ②バチの長さ
③バック（円盤）を打っている子の目 ④ベンチの背
⑤手前の帽子の子ツバ ⑥座っている子の袖
⑦対戦している手前の子の髪止め

※裏面は３枚とも同じですが、

できれば、仕事や生活の厳し

い現状も書いてください。

日程：６月２４日(日)

料金：２０００円

（交通費、チケット）
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